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【大量の脱炭素電源の確保に向けて】 

 産業・暮らしの GX を進めるには、「需要の電化」と「電源の脱炭素化」の同時進行が柱と

なることが、GX に取り組まれている 3 社の皆さま方のプレゼンテーションからも明らかに

なりました。この動きを進めるためには、潤沢・低廉・安定的な脱炭素電源の確保が大前提

となります。 

加えて、GX は DX と融合的に進められる必要があります。DX による電力需要は、地点

特定的に、かつ、電力インフラの整備に必要とされる時間よりも極めて早いペースで増加す

る（第 7 回 GX 実行会議竹内提出資料再掲）ことに留意する必要があります。潤沢・低廉・安

定的な脱炭素電源の確保が、わが国の GX・DX の阻害要因にならないようにすることが極

めて重要です。 

一例を挙げれば、東京電力パワーグリッド株式会社の供給エリア内において、既に申し込

みが為されている新設データセンターによる電力需要の増加分は、2028 年までに約 600 万

kW となっており、これだけの量の脱炭素電源を短期間で確保するには、特に東日本地域

において 1基も稼働していない原子力発電所を稼働させることが急務となります。 

また、DX による電力需要の増大は、データセンターの立地や半導体工場の誘致によって、

2030 年代以降も続くと見込まれ、設備投資を行う環境整備（電力自由化の修正）を行わな

ければ、ＧＸとＤＸの同時進行において大きな不整合を生じることとなります（第 7 回 GX 実

行会議竹内提出資料再掲）。 

第 2 回 GX 実行会議において岸田首相から、新規建設も含めた原子力発電活用の方針が

明示され、本年 5 月に原子力基本法改正に伴って、原子力発電の活用は国の責務であるこ

とが明記されたことは極めて重要な進展でした。一方、実際に活用を進めるにあたっては、

原子力安全規制の進化、立地地域の方々の理解と同意の確保について、政府のより強いコ

ミットメントが求められます。 

わが国の安全規制は、東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として抜本的に見直さ

れました。わが国の原子力規制委員会（NRA）のこれまでの努力には敬意を表しますが、行

政活動に求められる効率性・一貫性の点において十分とは言い難い規制活動も散見されま

す。政治から独立した 3 条委員会とはいえ、行政機関の一つとして、その規制活動が適正で
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あるか国会によるチェックが行われることや、活動原則の見直しが必要だと考えます。米国

の原子力規制委員会（NRC）に対しては、議会のチェックが行われています。 

また、立地地域の方々の理解と同意を得ることは、原子力発電所を稼働させる上での大前

提です。安定的で予見性ある事業環境を確保するためにも、立地地域の方々に、原子力発電

の活用がわが国のエネルギー政策として必要であることをご理解いただくことが必要です。 

GX・DX のはじめの一歩となる、「潤沢・低廉・安定的な大量の脱炭素電源の確保」に向

けて、より具体的な政治の関与をお願いいたします。 

 

 

出典）第 2回 GX実行会議竹内提出資料 

 

【受益と負担の整合性について】 

GX 経済移行債による支援対象について整理を頂いたことで、議論を具体的に行うこと

が可能になりました。今後さらに支援対象の絞り込みや支援の規模について議論を進める

上で、極めて重要なのが受益と負担の整合性です。 

カーボンプライシングの負担の多くが、発電の有償オークションによって賄われることが想

定される中、フレームワークで支援対象となっているものの中には、電気の需要家が裨益し

ないようなものも散見されます。 
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フレームワークの 3.1 に「受益と負担の観点も踏まえつつ」という文言があり、これに

は、「日本の総排出量の 4 割以上をカバーする、約 600 社から 構成される GX リーグを発

展させ、2026 年度から排出量取引制度を本格導入し、将来の有償オークションの段階的導

入に繋げる」との脚注が付されております。政府におかれても、受益と負担の整合性が重

要であることは既にご認識されていることの証左であると思いますが、投資促進策とカー

ボンプライシングの設計の根幹にかかわるものでありますので、改めて指摘させていただ

きます。 

 

【支援対象選定におけるベネフィットの評価】 

GXの投資は、第一義的には脱炭素化への貢献で評価されるべきものではありますが、

同時に、その投資は経済成 、経済安保、賃上げ・良質な雇用の創造、くらしの快 性など

にも寄 するものです。 

そのため、投資支援対象を選定する際には、脱炭素化への貢献を中心に据えつつ、非 

ネルギー・非 CO2の ネフィットにも着目すべきです。 

この観点で捉えると、高気密高断熱住宅への支援は、CO2 削減への貢献のみで正当化す

るのは難しいものの、だから支援をしないということではなく、むしろ、国民健康 祉へ

の貢献も含めて、効果の定量化を行い、国民が GXのメリットを実感できるように進めていた

だくことを期待します。 
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